
受付印 

該当するものに○をつけてください 

市川市長 

減収対策緊急支援給付金申請書兼請求書 
 

 

年  月  日 

１．申請者 

住 所 
 

※市外転出者は括弧内に 
 転出前の市内住所を記入 

〒 

 

（                                   ） 

フリガナ  
生年月日 

明・大 

昭・平    年   月   日 

氏 名 ○印   
電話番号 （     ） 

※朱肉を使用する印鑑を使って押印してください。押印がない場合は受付できませんので注意してください。 

 

２．申請事由（いずれかの事由を選んでください） 

□ 令和元年度市県民税が非課税で、扶養もされていないため 

□ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、令和２年２月から９月のうち１か月の主たる収入が２

０％以上減少しているため 

主たる収入 

（令和２年２月１日時点） 

  
減収となった月 月  

減収前の 

該当月の収入額 

年    月 

 円 

令和２年の 

該当月の収入額 
円  

   

３．口座情報（本人名義の口座を記入してください） 

下記口座に振り込みを希望します。 

振

込

先 

 

銀 行 

信用金庫・組合 

農業協同組合 

 

本 店 

支 店 

出 張 所 

口座名義人（カタカナで記入） 

 

１．普通 

２．当座 

金融機関コード 店番号 口座番号 

              

※金融機関コード わかる場合のみ記入してください。 

 

４．申請書を提出した場合、以下のことに同意したものとみなします。 

■ 今回の減収は新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるものです。 

■ 支給要件の審査のために必要な税情報等について、市川市が公簿等で確認を行うことに同意します。 

■ 令和２年１２月１４日までに申請書の不備等により支給決定ができない場合及び令和２年１２月２８日

までに振込不能等がある場合、申請が取り下げられたものとみなすことに異議ありません。 

■ 偽りや不正な受給が明らかになった場合には、支給された給付金を返還することに同意します。 

 

CD  □ 減収 

□ 口座 

□ 入力 不交付 (                         ) □ Ａ □ Ｂ □ Ｃ □ Ｄ 

以下は記入しないでください 

給与所得 ・ 事業所得 



制度の説明および注意事項 

１．対象者は以下の①～③をすべて満たす方、または④に該当する方です。 

①令和元年度の住民税が本市で課税された方で、令和２年１月１日に本市に住所を有する方（もしくは令

和２年４月１日に住民票を有する方） 

②平成３０年中の給与収入が５００万円以下かつ総所得金額等が３５０万円以下の方 

③令和 2 年 2 月 1 日の主たる収入が給与所得もしくは事業所得で、令和２年２月から９月のうち１ヶ月

の主たる収入（給与は支払額、事業は売上額）が、前年の同月と比較して２割以上減収となっている方 

※ただし、前年同月との比較が適当でないと認められる特別な事情がある場合は令和２年１月又は２月

と比較して２割以上減収となっている方も対象となります 

【比較が適当でない具体例】 

 

 

 

 

 

 

 

④令和元年度の本市の住民税が非課税（被扶養者を除く）の方で、令和２年４月１日に住民票を有する方  

 

２．提出書類は以下の 3 点です 

① 減収対策緊急支援給付金支給申請書兼請求書 

② 減収していることがわかる書類の写し（令和元年度住民税が非課税の方は必要ありません） 

主たる収入が給与の方 給与明細・離職票・申請書別紙 

主たる収入が事業所得の方 月間の帳簿等 

※前年同月との比較が適当でないと認められる特別な事情がある場合は、前年同月との比較が適当でないこと

が確認できる書類（前年 2 月から 9 月の通帳のコピー＋健康保険証や開業届など）も必要です。 

③ 本人確認書類の写し 

顔写真がついている場合 マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等のいずれか１点 

顔写真がついていない場合 健康保険証 ＋ 年金証書・通帳・クレジットカード等のいずれか１点 

 

３．申請期間は令和 2 年 4 月 22 日から令和 2 年 11 月 30 日までです 

 

４．注意事項 

■減収した方の給付額は令和 2 年 4 月 1 日時点で決定している令和元年度市県民税相当額です 

■非課税の方の給付額は 5,000 円です 

■新型コロナウイルス感染症拡大の影響によらない減収（あらかじめ予定されていた退職・育児休暇等）

は支給対象外です 

■生活保護受給者は支給対象外です 

■本人口座がない場合は口座用の委任状を添えて下さい 

■申請から支給までにかかる期間の目安は 4 週間です 

 

６．郵送先・問い合わせ先 

■郵送先      〒272-8501 市川市南八幡 2-20-2 市川市役所減収対策緊急支援給付金担当 

■問い合わせ先   減収対策緊急支援給付金担当専用ダイヤル 047-704-8078 

◆令和元年は、離職中又は育休中で収入が無かった 

◆令和元年中は給与収入だったが、その後事業収入に切り替わったため、収入の

比較ができない 

◆令和元年中の就職又は転職により収入が増加したため、収入の比較ができない 

令和２年１月又は２月

と比較して２割以上減

収していれば対象にな

ります 

◆９月分の給与が減収したが入金が１０月以降となる 
給与明細に「９月分」の記載があれば９月の

収入とみなします 


